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部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであり、学習意欲の向上や
責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として、学習指導要領に位
置付けられた活動である。一方、必ずしも教師が担う必要のない業務と位置付けられてい
る。

部活動が培ってきたもの

スポーツ、芸術文化等の
幅広い活動機会

体力や技能の向上

集団での活動を通じた
人間形成の機会

多様な生徒が
活躍できる場

豊かな学校生活を
実現する役割



（１） 子どもの体力向上支援事業について部活動の現状

スポーツ・文化芸術活動を楽しむ基盤を培う

生徒一人一人のニーズに応じたスポーツ・文化芸術活動

●勝利至上主義に傾倒した指導

●適切な休養を度外視した活動

●競技志向やレクリエーション志向等

●やりたい部活が学校にない



（１） 子どもの体力向上支援事業について茨城県中学校生徒数
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15年で17,529人減少

25年で3割減少



（１） 子どもの体力向上支援事業について部活動の参加人数と設置状況
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（１） 子どもの体力向上支援事業について合同部活動

※H30以前の参加校なし
※中体連調べ
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（１） 子どもの体力向上支援事業について教員の状況

経験のない部活動の顧問である教
員の割合（R3、中学校）

経験あり
47.5 経験なし

52.5 

教員の負担増
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→部活動指導が要因（7割弱）



○休日の部活動を段階的に地域移行

○令和５～７年度を改革集中期間に位置付け

生活困窮家庭への補助検討

学習指導要領次期改訂時見直しの検討

平日もできるところから移行

地域移行に関する国の方針



（１） 子どもの体力向上支援事業について県の取組

「県部活動の運営方針」の策定（令和元年１１月）

●自主的、自発的な参加
→部活動への参加の義務付け
→活動の強制

●活動時間や休養日の設定
→週当たり2日以上の休養日
(平日1日、週末1日以上）

→平日2時間程度
休業日3時間程度

徹底されていない現状

ケガ、傷害 バーンアウト



（１） 子どもの体力向上支援事業について【県有識者会議 提言の４つの柱】について

Ⅰ 「県部活動の運営方針」に定めた活動時間等の遵守や

見直しを図ること

Ⅱ 学校部活動は、生徒による主体的な企画・運営とし、学校

における位置づけを見直すこと

Ⅲ 生徒がニーズに応じて地域で活動できる環境を確立する

こと

Ⅳ 学校の働き方改革を徹底し、教員が本務に専念できる環

境を確立すること



★生徒の望ましい成長を保障するため、持続可能で多様なスポーツ・文化芸術環境を整備
★教員が本務に専念できる環境の整備し、教育の質の向上を目指す

○市町村への支援
・コーディネーター配置
・運営主体整備
・指導者の発掘、確保

○生徒・保護者・県民への啓発
・リーフレットや動画の作成 など

「中学校・高校部活動改革」～部活動を「地域移行」へ～

○休日の部活動を段階的に地域移行

○休日部活動の教員指導時間を０へ
※中学校は令和７年度末まで、高校は令和8年度末までを目標に

地域移行

「地域移行」のイメージ



（１） 子どもの体力向上支援事業について地域移行の例



連携・検
討

総合型スポーツクラブ型

総合型地域スポーツクラブ

学校 市教育委員会

依頼・検
討

依頼・検討

●総合型スポーツクラブの理解・協力が必要
●指導者、事務局への謝金が高額

○全部活動スムーズに移行が可能
○指導者の確保、学校との連携可

単一スポーツクラブ型

既存のスポーツクラブの活用

○部顧問とクラブ指導者との連携もスムーズ
○生徒のニーズに応じて活動可

●各クラブごとの責任、やり過ぎなどに課題
●多競技になるため、学校との連携が困難

拠点校型

Ａ学校

Ａ学校
野球

Ｂ学校
サッカー

Ｃ学校
バレー

○少子化が進む地域に適合
〇中体連は公式戦に参加緩和の方向
○合同部活動で公式戦に出場可（高：３競技）

●競技ごとに事務局を設置、兼職・兼業が増
●平日は、学校単位で活動（集合不可）

Ｂ学校 Ｃ学校

企業・大学連携型

企 業 ・ 大 学

野球 柔道 バレー 卓球

学校

○大学生が指導、全部活動に対応
○指導者の確保が継続的に可能

●指導経験が浅い。大学生の責任の在り方
●同じ指導者の継続が困難

高中

学校設立型

学
校

市
民
団
体

理事長：ＰＴＡ会長
理 事：ＰＴＡ役員

学校後援会等
指導者：保護者や地域

人材

●学校の負担増、兼職兼業が増
●運営体制の維持に課題

生徒 生徒 生徒

○公式試合にも学校部活動として参加可
○受け皿となる団体がない地域でも可能

行政主導型

市
教
育
委
員
会

○事務局
市スポーツ推進課

市スポーツ協会
○指導者

地域人材

生徒 生徒 生徒

○少子化が進む地域で可能
○地域が連携し、全部活動スムーズに移行可

●市教委の負担増
●指導者の確保、兼職兼業が増

中 中

中 中

中高

高

高

平日は自校で休日は希望校で活動

各学校

○○スイ
ミングス
クール

○○テニス
ケットクラブ

○○野球
クラブ

総合型、既存のスポーツクラブから派遣

市教育委員会と連携

A CB

D E F

地域移行パターン



令和3・４年度モデル校 水戸市立双葉台中学校
（NPO法人）

オーカスポーツマネジメント （事務局）

※平日の部活動は学校の顧問教員が
指導にあたっています

※休日の地域移行「総合型地域スポーツクラブ」

＜休日の活動＞
派遣

５つの部活動

地域の人材 ニーズに応じた
専門的な指導

・基本から学べる
・技術を習得できる
・仲間と一緒に楽しめる

女子ソフトテニス部男子ソフトテニス部
男子バスケットボール部
男子卓球部

剣道部



令和３・４年度モデル校のアンケート結果

○生徒の声
・「指導内容やプログラム」 → 約７５％が「十分満足」「やや満足」
・「自身の技術の上達」 → 約90％が「上達」「やや上達」
・「部活動の楽しさ」 → 約60％が「楽しくなった」

○保護者の声
・「地域部活動の取組」 → 約７５％が「十分満足」「やや満足」
・「月謝が発生すること」 → 約90％が「当然」「仕方ない」

※令和3年度アンケート結果から抜粋

5回にわたる保護者説明会を開催
→ 保護者の理解を得た上で実施



モデル校の実践から見えてきた課題
※令和3年度アンケート結果から抜粋

【課題】
●人材の確保 ●保護者の負担増加
（指導者の不足） （指導料・交通費など）

地域移行後に兼職兼業で関わりたい
教員の割合

20.5％（R3、中学校）

困窮世帯への補助（国）



（１） 子どもの体力向上支援事業について地域移行でかなう未来

◎子どもたちが

自らのニーズに応じた多様な活動ができる

◎学校の働き方改革が進み、学校教育の質の向上につながる

◎地域の活性化につながる

～子どもたちも徐々に教え育てる立場に

👉👉全ては子どもたちのため・地域のため

＝ 地域を支える人づくりに還元
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